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協議第１号 

「宇都宮市国保経営改革プラン」の改定（素案）について 

 

◎ 趣 旨 

 社会保障制度改革を巡る国等の議論の動向や，本市国民健康保険事業の取組状

況等の分析結果を踏まえ，本市国保を取り巻く現状及び課題に的確に対応できる

計画とするため，計画（素案）の現状・課題の整理，施策の目標，取組の方向性

等について，協議するもの 

 

１ 改定の考え方 

・ 本市国保財政の健全化に当たっては，平成 25 年度に本市国民健康保険運営協

議会から提出された国保財政健全化策についての答申等に基づき，これまで取り

組んできた収納率の向上や医療費の適正化等に不断に取り組むことが必要であ

ることから，現行計画の取組の継続を基本としつつ，より的確に本市国保を取り

巻く現状・課題に対応できる計画とするため，現状・課題の整理，施策目標の更

新及び施策・事業の充実を行い，現行計画を改定する。 

・ また，今後，平成 29 年度までに保険者が県へ移行され，その時点で計画を大

幅に見直すことが想定されることから，計画期間を平成 29 年度まで延伸する。 

 

２ 改定計画の内容（協議事項） 

  現状と課題の整理 …別紙１① 

・ 平成 25 年度に国保運営協議会に諮問した国保財政健全化策についての協議

結果や答申を踏まえ，別紙①のとおり，事務局にて現行計画の評価や現状と課

題を整理 
 

  施策の目標（H29 年度時） 

ア 保険税収納率の向上 

・ 現年度保険税収納率を 89.50％に設定 

⇒ 各種収納対策により，収納率は着実に向上しているが，これまでの議

論の結果や答申等を踏まえ，より一層の収納対策に取り組むことが必要

であることから，平成 27 年度の目標値である 88.00％を基準に，今後取

り組む各種収納対策の実施効果による収納率の向上率を見込み，89.5％

に目標を設定する。 

協議第１号 
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イ 医療費の適正化 

・ 対前年比一人当たり医療費増加率を 2.25％に設定 

⇒ 一人当たり医療費については，医療費の高い前期高齢者の増加等により

今後も年々増加することが見込まれ，現行計画の達成は困難な見通しであ

るが，財政健全化に向け引き続きその適正化に努めることが必要であると

ともに，総合計画との整合性を図ることが必要であることから，引き続き

現行計画の目標値を継続して設定する。 

 

・ 医療費総額の増加率を，平成 25 年度対比で 13.18％に設定 

⇒ 医療費についてはその伸びが過大にならないよう国・県において適正化

計画が策定されており，各保険者の役割や取り組むべき課題が設定されて

いることから，国保の医療費適正化を図る上で，これらとの整合について

一定考慮する必要がある。 

このため，本市が現行計画において設定している一人当たり医療費の推

移に加え，国保全体の医療費総額について適正化を図る観点から，その推

移を把握し，「一人当たり」と「総額」の両面を捉えながら取組を展開す

ることが，医療費適正化に当たって必要かつ有効と考えられることから，

医療費総額を一指標として目標に加える。 

 

⇒ 医療費総額の増加率の目標値設定に当たっては，今後も医療費の増大が

見込まれる中，これまで取り組んできた取組に不断に取り組むことが必要

であるとともに，医療費適正化を図る上で，県の適正化計画における目標

値（適正化後）と一定の整合を図る必要があることから，その一役割を担

う関係者として，県の適正化目標（適正化後）に即し，平成 25 年度対比

で県医療費適正化計画における医療費増加率 13.18％を目標として設定す

る。 

 

《H29 年度までの県医療費の見通しと H25 年度までの本市医療費の実績》 

（上段：医療費（億円），下段（カッコ内）：H25 に対する増加率（％）） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

県計画 

【適正化前】

5,599

-

5,769

-

6,018

-

6,278

(4.32)

6,546

(8.77)

6,815

(13.24)

7,093

(17.86)

県計画 

【適正化後】

5,599

-

5,769

-

5,955

-

6,148

(3.24)

6,346

(6.57)

6,541

(9.84)

6,740

(13.18)

市実績 389 400 413 - - - -

出所：栃木県医療費適正化計画（2 期計画） 
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ウ 一般会計繰入金（財政安定化支援分） 

・ 平成 26 年度の税率改定時に推計した繰入金額（H27：10 億 3,500 万円）を

一定の目安とし，引き続き保険者としての経営努力を最大限に行い，繰入金

の削減に努める。 

⇒ 本市国民健康保険における財政の健全化を実現するまでの対応として，

国の医療保険制度改革や無所得者が多いといった国保制度の構造的な問

題などによる財政負担に対応するため，被保険者の負担軽減を最大限に考

慮しながら可能な限り行っている一般会計からの繰入金（財政安定化支援

分）については，今後も高齢化や医療技術の高度化等に伴う保険給付費の

増大等により，財源不足が更に拡大することが予測されることから，平成

26 年度の税率改定時に推計した繰入金額を一定の目安とし，引き続き削減

に努める。 

 

  施策の方向性 …別紙１② 

・ 現行計画と同様に，施策目標を実現するための施策を位置付け，これまで運

営協議会において議論いただいた施策の評価や，財政健全化策の答申，現行計

画の達成状況等を踏まえ，内容を整理し，それぞれの方向性を導出 

 

６ 今後のスケジュール 

平成 27 年 2 月  国保運営協議会において「改定計画」（案）の協議 

計画策定 
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２ 国保を取り巻く環境 

１ 策定の趣旨 ３ 本市国保の現状と課題 

◎ 現状と課題の整理 別紙１① 

(1) 制度の構造的な問題 

国保は，構造的に保険税負担能力の低い無職者や低所得者が多く加入していること

や，被保険者の高齢化，医療技術の高度化などによって医療費が増加していることなど

から，財政基盤が脆弱 

(2) 医療制度改革 

平成 20 年度に老人保健制度が廃止となり，替わって後期高齢者医療制度が創設され，

75 歳以上（一定の障がいがある場合は 65歳以上）の被保険者の同制度への移行や後期

高齢者支援金の負担が発生。また，各医療保険者に 40 歳以上の被保険者を対象とする

特定健康診査・特定保健指導が義務付け 

(3) 経済情勢・雇用情勢の悪化 

国の日本経済再生に向けた取組により，経済情勢は回復の兆しが見え始め，雇用情勢

も緩やかに持ち直しつつあるが，依然，国保加入者は被用者保険からの加入者が多く，

無所得者等の低所得者層が増加 

(4) 保険者の都道府県への移行 
「プログラム法」が成立（H25.12）し，平成 29 年度を目途に，国民健康保険の保険

者を都道府県へ移行することなどが示された。保険者である市町村は，今後の国等の議

論を注視しながら，移行に向けて引き続き財政の安定化を図ることが必要 

(1) 策定の背景 

医療費が増加する中，保険税収が伸び悩み，給付基金も減少するなど，国保財政の

状況はますます厳しい状況に置かれている。 

(2) 策定の目的 

本市の国民健康保険を将来にわたり安定的で持続可能な医療保険制度として維持し

ていくため，より一層の経営努力に取り組む。 

(3) 計画期間 

平成 22 年度から平成 29年度までの 8 年間 

(4) アクションプランの策定 

本計画を推進するため，「国保アクションプラン」を毎年度策定する。 

(1) 本市国保の現状 

 

エ 保険税の収納状況：収納率は，各種収納対策の強化により，現年度分は平成 22年度以降，滞納繰越分は 23 年度

以降向上。滞納繰越分の収納率は中核市中 4 位。滞納繰越額は年々減少。課税世帯構成は 200 万円以下世帯が 75

→78%。世帯主年齢層は 60 歳以上が 52.8→61.3%。現年度収納率は世帯主年齢に比例して高い。 

ア 世帯数・被保険者数の推移：平成 20 年度以降は，世帯数はほぼ横ばい，被保険者数は僅かに減少。「前期高齢者」

は年々増加。 

イ 保険税の税率等の改定の状況：税率は基本的に 2 年ごとに見直し。最近は平成 26 年度に改定。平成 20 年度に資

産割廃止。平成 20 年度から後期高齢者支援金分が課税開始。 

ウ 保険税の賦課状況：ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ後に課税額，1 世帯当たり課税額，1 人当たり課税額とも減少傾向。平成 25 年度

に課税額はやや持ち直し，平成 26年度には，課税額，1世帯当たり課税額，1 人当たり課税額とも増加。 

オ 医療給付費の推移：医療給付費は，平成 25年度では約 335（※287（H20））億円。被保険者数はほぼ同水準で推

移しているが，一人当たり医療費は年々増加し，平成 25 年度では 302,239（※258,265（H20））円。 

カ 医療費増加の主な要因：1 人当たり医療費は 70～74 歳が最も高い。国立社会保障・人口問題研究所による将来

人口推計では，平成 32年度に 39歳までの人口は減少傾向，40 歳以上は増大の見込み。1人当たり医療費の高い年

齢層が増えるため医療費増大が予想。疾病分類別統計では生活習慣病に関連する医療費が全体の 39.6%。 

キ 歳入・歳出決算額の推移：被保険者の高齢化や医療技術の高度化などによる医療給付費の増加，また後期高齢者

医療制度や介護保険制度への拠出金の増加に伴い，国・県からの支出金も増加しているなど，歳入・歳出の決算規

模は年々増大。 

ク 実質単年度収支の推移：平成 20 年度以降は，財源不足に対する一般会計からの繰入により収支均衡を図ってお

り，大幅な赤字。 

ケ 国保給付基金の推移：平成 20 年度には約 2億円に減少し，保険給付などへの活用が困難な状況。 

(2) 本市国保の課題《課題の総括》 

３ 国保財政の健全化  ※【３ -キ・ク・ケ，◆ より】 

・ 保険者（市）の責務として，現在の国保財政の収支均衡を図り，将来にわたり市民が安心して医療を受けるこ

とができる環境を整備するためには，国保事業の安定的な運営を図るための財政の健全化が必要 

◆ 現行計画（H22～26）の実績と評価 ⇒参考１参照 

【計画（施策）の目標】 

(1) 一般会計繰入金（財政安定化支援分） 

H26 目標値： ３億３千万円（21年度比 50%を目標に設定） 

H25 実 績：１４億２千万円（※実質ベース） 

⇒目標は未達成であり，引き続き繰入金の削減に努めることが必要 
※国の臨時的な財政支援を入れない場合。入れた場合は３億 
６千万円の繰入金となる。 

(2) 現年度収納率 

H26 目標値：８８．００％（H20 中核市平均 88%を目標に設定） 

※但し，平成 25 年度国民健康保険運営協議会において目標値を見直し，

現在，平成 26 年度の目標は 87.00％である。 

H25 実 績：８５．６４％ 

⇒目標を下回っており，引き続き収納率の向上を図ることが必要 
(3) 医療費の適正化（市民（被保険者）１人当たり医療費の増加率（対前年比）） 

H26 目標値：２．２５％（H16～18 平均実績の半減を目標に設定） 

H25 実 績：４．５８％ 

⇒目標は未達成であり，引き続き医療費適正化に努めることが必要 

※下線は現行計画との変更点，網掛けはポイント 

１ 収納率の向上（現年度）  ※【３ -ア・イ・ウ・エ，◆ より】 

・ 保険税は国保事業運営のための基幹的な財源であり，被保険者の負担の公平性の観点からも収納率の向上を図

ることが必要 
・ 本市の収納率は，中核市他市と比較すると，現年度分が下位の方であり，納税意識の高揚などによる滞納の抑

制や，納税指導の強化などによるより一層の滞納処分の強化などの対策が必要 

２ 医療費の適正化と保健事業の推進  ※【３ -オ・カ，◆ より】 

・ 高齢化の進展等の中で皆保険制度を維持・持続可能なものとするため，今後，治療重点から，疾病の

予防を重視した医療体制へと転換し，被保険者の疾病の早期発見，早期治療となる特定健診・特定保健

指導やがん検診等とともに，健康を保持増進する保健事業の充実や，ジェネリック医薬品の普及などに

よる医療費の削減策が必要
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◆国保経営改革プランにおける目標の達成状況について 

１ 一般会計繰入金 ⇒目標は未達成であり，引き続き繰入金の削減に努める。     ２ 現年度収納率 ⇒目標を下回っており，引き続き収納率向上を図る。 

《目標の達成状況》 

        目 標      実 績                

 ２５年度   ８６．５０％   ８５．６４％ 

（２４年度   ８６．５０％   ８４．９１％） 

 

※国保経営改革プランの平成２６年度における目標値は８８．００％であるが，平成２５年度国民健康保険

運営協議会において，アクションプラン上の目標値を現状を踏まえ８７．００％とした。 

 

【参 考】現年度収納率の推移                         （単位：％） 

 
 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

現年度収納率 83.92 83.29 83.67 84.37 84.91 85.64 

 

 

 

 

 

《目標の達成状況》※国保経営改革プランの財源不足に対する繰入額目標値：３３０，０００千円（毎年度） 

実質的な財源不足額の推移（宇都宮市）

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

（千円）

臨時的収入などの
特殊要因

110,754 0 609,246 0 696,862 1,058,372

財源不足に対する
繰入額（決算値）

144,000 668,980 304,747 967,856 407,267 358,245

20年度決算 21年度決算 22年度決算 23年度決算 24年度決算 25年度見込

1,416,617

254,754

668,980

967,856

1,104,129

913,993

・実質的な財源不足額は年々増加しており，財源不足に対しては，20 年度以降，一般会計からの繰入金により 

収支均衡を図っている。（図の   部分） 

 ⇒20 年度，22 年度，24・25 年度については，下記の特殊要因（図の   部分）により繰入金が少なくなった。

  【20 年度】・財源不足に対し国保給付基金を取り崩し 
         ⇒基金取り崩しがなければ，財源不足額は＋720,000 千円 …※１ 

・22 年度に行われた後期高齢者支援金（20 年度分）の精算で返戻あり 
⇒精算がなければ，財源不足額は▲609,246 千円 …※１ 

【22 年度】・後期高齢者支援金（20 年度分）の精算で返戻あり 
⇒返戻がなければ，財源不足額は＋609,246 千円 …※２ 

  【24 年度・25 年度】 
・震災被災の保険者に対する国の財政支援あり 

     ⇒財政支援がなければ，財源不足額はそれぞれ＋696,862 千円，＋1,058,372 千円 …※３・４ 

 

83.92%

83.29%
83.67%

84.37%
84.91%

85.64%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

H20 H21 H22 H23 H24 H25

目 標 

２６年度 ※８７．００％ 

・リーマンショック以降の景気変動等により，平成２１年度に一旦減少した収納率は目

標には及ばないものの，各種収納対策や差押の強化により，平成２２年度以降の収納

率は向上している。（２１年度比で２５年度は２．３５ポイント向上） 

・引き続き口座振替の加入促進や納税意識の高揚などに努めるとともに，電子納付など

新たな納税環境の整備により，納期内納付を推進し，滞納の抑制に努める。（納期内

納付の推進） 

・滞納者に対しては，職員・納税催告センター・徴収嘱託員が分担及び連携し，あらゆ

る手段を講じて接触の機会を確保の上，納付資力を早期に見極め，納税指導の強化に

努める。また，納付資力がある過年度分滞納者には，差押や捜索，公売などの滞納処

分を厳正に執行するとともに，現年度分滞納者に対しても差押や換価を早期に実施す

るなど，より一層の滞納処分の強化を図る。（納税指導及び滞納処分の強化） 

参考１ 

・国保の構造的問題などによる財政負担に対応するための繰入が必要であるが，引き続き収納

率の向上や医療費の適正化など，保険者としての経営努力を最大限行い，繰入金の削減に努

める。 

実質的な 

財源不足額 254,754 668,980 913,993 967,856 1,104,129 1,416,617 

※１

※２ 

※３

※４

25 年度決算 
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３ 一人当たり医療費の増加率 ⇒目標は未達成であり，引き続き医療費適正化に努める。 

《目標達成状況》 

目 標      実 績                 目 標 

２５年度   ２．２５％    ４．５８％          ２４年度   ２．６５％ 

（２４年度   ２．２５％    ３．５７％） 

 

【参 考】一人当たり医療費の年度推移（国保事業年報・国保事業月報から） 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

1 人当たり医療費の増加率 ３．９４％ ２．１４％ ３．２７％ ２．４４％ ３．５７％ ４．５８％ 

   一人当たり医療費 258,265 円 263,787 円 272,419 円 279,059 円 289,010 円 302,239 円 

内 

 

訳 

一般（65歳未満） 189,476 円 180,747 円 185,753 円 192,522 円 195,752 円 203,426 円 

前期高齢者（65 歳～74歳） 389,158 円 431,029 円 447,335 円 448,917 円 462,636 円 472,817 円 

退職被保険者（主に 60～64 歳） 403,354 円 384,767 円 367,804 円 382,939 円 366,238 円 365,512 円 
 

年齢区分ごとの被保険者構成の推移

7,794人 7,945人 8,440人 8,218人

40,671人 41,111人
42,956人

45,121人

90,663人 90,232人

86,964人

83,154人

人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

70,000人

80,000人

90,000人

100,000人

22年度 23年度 24年度 25年度

退職被保険者 前期高齢者 一般・65歳未満

65.2%

33.0%

31.0%29.5%
29.2%

64.8% 62.9%
61.0%

136,493人138,360人139,288人139,128人

6.0%6.1%5.7%5.6%

 

国保医療費の推移

168億円 174億円 170億円 169億円

29億円 30億円 31億円 30億円

182億円 185億円 199億円 213億円

0

50

100

150

200

250

300

350

400

22年度 23年度 24年度 25年度

一般・65歳未満 退職被保険者 前期高齢者

379億円

413億円
400億円

389億円

 

一人当たり医療費の年度推移

258,265

272,419

279,059

289,010

263,787

3.94%

2.14%

3.27%

2.44%

3.57%

4.58%

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

1人当たり医療費 対前年伸び率

302,239

   

 

２．３倍 

総人数

年々増加 

診療報酬改定状況 

 ２２年度 ２４年度 ２６年度 

全体 ＋0.19％ ＋0.004％ ＋0.10％ 

本体 ＋1.55％ ＋1.38％ ＋0.73％ 

薬価 △1.36％ △1.38％ △0.63％ 

目 標 

 ２６年度  ２．２５％ 

①前期高齢者の一人当たり医療費は約４７３千円であり，６５歳未満の被保険者と比較する

と，２．３倍と大きい。 

②被保険者総数は減少に転じているが，減少しているのは６５歳未満の被保険者で，前期高

齢者は年々増加しており，被保険者の年齢構成の高齢化が進行している。 

③６５歳未満の被保険者の医療費は被保険者数の減少により減少しているが，一人当たり医

療費が高い前期高齢者の増加により，総医療費は増加している。（※） 

④以上の状況から，国保全体での一人当たり医療費は，年々増加を続けている。 

・医療費適正化については，各種取組により一定の効果をあげている（ジェネリック医薬品差額通知の効果検証結果（年間削減効果額）：約 23,000 千円（H25），レセプト点検の財政効果額：

184,918 千円（H25） 等）ところであるが，高齢化が進行し医療費が増大する中で，国民皆保険を維持し，将来にわたり持続可能なものとするためには，医療費の適正化に資する施策によ

り，その伸びを抑えていくことが必要であることから，①短期的に医療費削減効果が見込める施策（ジェネリック医薬品の普及促進，レセプト点検の強化 等）とともに，疾病の予防や健康

管理意識の啓発など，②中長期的な視点を持った施策（特定健康診査・特定保健指導の推進，保健事業の充実 等）に継続的に取り組むことにより，適正化に努める。 

前期高齢者は年々増 

被保険者数は年々減少 

医療費の高い前期高齢者が増加 

６５歳未満の 
医療費は減少 

総額 

１ 

２ 

３ 

４ 

※このほか，新しい医療技術や機器の導入，新薬の
開発等に伴い，医療に必要な費用が高額化してい
ることも，医療費の増大の一因となっている。 
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滞納者への指導強
化

施策の内容

臨戸訪問

◆平日の来庁が困難な滞納者に対し休日納税相談を実施する。【継続】

◆保健福祉部内各課の協力による支援により，納税催告センター，職員電話催告による催告
で接触の図れない現年度滞納者に対する臨戸訪問等を実施する。【継続】

納税相談機会の拡
充

施策の目標 施策の方向

早期納付の推進

主な施策（例）

ア　保険税収能率の向上

【目標】
現年度収納率89．5％
（H29）

収納率向上に向け
た取組

納期内納付の推進

◆口座振替による納付は金融機関窓口での納付などの他の納付方法に比べ納付率が高く，ま
た，現年度収納率の高い中核市では口座振替の加入率が高い傾向にあることから口座振替加
入促進の強化を図り，納期内納付を推進する。【強化・拡充】 口座振替の加入促進

◆多様化する市民ニーズやライフスタイルの変化に対応するため，市税等を対象としたコンビニ
収納やペイジー収納の実施など，市民の利便性を図り納税しやすい環境を整備する。【継続】 納税環境の整備

◆過年度からの滞納者に加え現年度のみの滞納者に対しカラー催告を強化し，早期納付と滞
納繰越の未然防止を図る。【強化・拡充】

◆電話催告不在で接触できない滞納者に対し，文書による催告により納税を促す。【継続】

◆滞納者との接触件数を高めるために，全件催告や接触率の高い夜間電話催告を行う。【継
続】

◆電話催告不在者などに対しては，早期に文書催告を実施する。【強化・拡充】
納税催告センターの活用

◆納税催告センターなどと緊密に連携を図り，段階に応じた効果的な電話催告を実施し納税
指導をするなど，早期納付や滞納累積の防止を図る。【継続】 職員電話催告

部内支援

休日納税相談

◆電話催告や文書催告などで接触の図れない滞納者に対し職員が訪問し，徴収や納税指
導，生活実態調査，財産調査を実施する。【継続】

文書催告

滞納処分の強化

◆市税等と一体化した滞納処分により，長期・高額滞納者が減少していることから，引き続き特
別収納対策室との連携を図る。【継続】 特別収納対策室との連携

資格証明書，短期被保険者
証の交付

◆滞納者の納付資力を見極めながら，納税指導を強化するとともに，過年度からの滞納者につ
いては，換価性の高い債権を中心に差押を行う。また，現年度のみの滞納者に対しても早期に
差押を執行し，滞納の早期解消を図る。 【強化・拡充】

◆長期・高額滞納案件で，債権などの換価性の高い財産が不明な場合には，捜索や公売など
に取り組む。【継続】

◆資格証明書，短期被保険者証を交付し，滞納者との接触の機会を確保し，滞納の事情把握
や納税相談を実施し，状況に応じた交付を行う。【継続】

資格の適正化

◆社会保険と国保との二重加入者については，「ねんきんネット」を活用した手続き勧奨の強
化を図ることにより，資格適正化をより一層推進し，適正課税を行う。【強化・拡充】 二重資格者の解消

◎ 施策の方向性 別紙１②
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イ　医療費の適正化

【目標１】
市民（被保険者）1人当たり
医療費の増加率（対前年）
2．25％（H29）

【目標２】
医療費総額の増加率を，
平成25年度対比で13.18％

◆レセプト点検は，被保険者の資格や診療内容などを点検することにより保険給付の適正化を
図るものであり，電子システムの活用などにより大きな効果を上げていることから，近年増加して
いる療養費の点検を強化や，さらに効果的な電子システムの活用などにより，効果的・効率的
なレセプト点検に努める。【継続】

保健事業の充実に
向けた取組

医療費の適正化に
向けた取組

医療費の縮減

ICTの活用

◆健診データやレセプトデータをより効果的に活用し，被保険者の健康の保持及び疾病の早
期回復を目指すとともに，医療費の適正化を推進するため，重複･多受診者に対し，医療機関
の適正受診に向けた保健指導を実施する。【強化・拡充】

◆生活習慣病（糖尿病）の重症化予防のため，医療機関の受診が必要な者への受診勧奨に
向けた保健指導を実施する。【強化・拡充】

◆ジェネリック医薬品は，被保険者の医療費負担軽減と国民健康保険の給付費削減が短期的
に期待できることから，医療機関の協力を得ながら，被保険者に情報提供・啓発を行うなど，普
及促進に努める。また，平成24年度より開始したジェネリック医薬品差額通知については，検証
により医療費削減効果が確認されていることから，効果的な運用に努める。【継続】

◆被保険者一人ひとりが自分の健康管理を十分に行うとともに，適正な保険診療を受診するこ
とが，医療費の抑制につながることから，医療費通知の配布により，医療費に対する意識啓発
を図る。【継続】

健康診査の推進

人間ドック・脳ドックの推進

健康づくり支援事業の推進

ヘルスプランうつのみや事業
の推進

◆疾病の早期発見・早期治療による被保険者の健康の保持増進を図るため，人間ドック・脳ドッ
クの費用の一部を助成するなど，受診促進を図る。【継続】

健康増進

◆被保険者の疾病・負傷等に対する医療給付はもとより，保健事業によって被保険者の健康の
保持増進を図る。【継続】

◆被保険者の健康づくりや健康意識の高揚に資するため，他保険者との連携事業を推進し，
健康管理意識の啓発や新たな連携事業を検討する。【継続】

ジェネリック医薬品の普及促
進

医療費の通知

特定健康診査・保健指導の
推進

レセプト点検の推進

◆特定健康診査・特定保健指導は，生活習慣病の予防を図り，被保険者の健康保持と将来に
わたる医療費の適正化に資するため，対象者への周知や未受診者へのより効果的な勧奨，受
診・利用機会の拡充，訪問保健指導など受診しやすい環境整備に努め，より一層推進する。
【強化・拡充】

◆糖尿病・高血圧症などの生活習慣病対策として，メタボリックシンドローム該当者やその予備
群を減少させ，被保険者の健康維持を図るとともに，がんと生活習慣病の合計医療費は，本市
の医療費全体の約4割弱を占めていることなどから，特定健診・保健指導による早期発見・予防
により，中長期な医療費の適正化を図る。【継続】

事務の効率化-
業務改革の推進に
向けた取組

業務の効率化

◆平成26年3月に向けて現在策定作業が進められている「（仮称）第5次行政改革大綱」との整
合を図りながら，継続的な業務改善を行なう。また，平成29年度に予定されている保険者の都
道府県化の動きに的確に対応し，効果的・効率的な事務執行が行なえるよう，国等の動向を注
視しながら業務効率化や市民の利便性の向上を図る。【継続】

情報発信-
リレーションシップの
構築に向けた取組

情報発信

◆被保険者（市民）と保険者（市）のより良い信頼関係を構築することにより，市民の健康増進や
疾病等の予防が図られ，医療費の適正化につながることで，医療費の増大が抑えられ，ひいて
は保険税負担の軽減が期待されることから，被保険者の健康づくりに寄与する情報や，国保の
制度や事業についての関心や理解が深まるような情報を積極的に発信する。【継続】

施策の目標 施策の方向 施策の内容 主な施策（例）

【施策の目標】

一般会計繰入金（財政安定化支援分）については，平成26年度の税率改定時に推計した繰入金額
以上の保険税収納率の向上，医療
費の適正化等に向けた各種施策に
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協議第２号 

   国民健康保険税の賦課限度額の見直しについて 

 

１ 賦課限度額の概要 
  賦課限度額の概況 
・ 保険税負担は，負担力に応じた公平なものである必要があるが，地方

税法で，被保険者の保険税負担に一定の限度を設けており，各市町村は，

法定の範囲内で，賦課限度額を設定している。 

・ 平成２６年度の税制改正において，負担能力に応じて応分の負担を求

めることを通じて保険税負担の格差是正に取り組むとの観点から，政令

が改正され，本年４月から，賦課限度額がこれまでの７７万円から８１

万円に引き上げられた。 

  後期高齢者支援金分 １４万円 ⇒ １６万円 

  介護保険分     １２万円 ⇒ １４万円 

 

  本市の状況 
・ 本市においては，後期高齢者医療制度が創設された平成 20 年度を除き，

従来，地方税法施行令の改正により課税上限額が改定された翌年度に本

市の賦課限度額を引き上げ，政令と同額としてきた。 

・ 平成２６年度の本市の賦課限度額は，政令改正前の額としている。 

 

【表１】賦課限度額の現状（平成２６年度） 

 医療保険分 
後期高齢者

支 援 金 分  

介護保険分 

（40～64 歳） 
合計 

国（政令） ５１万円 １６万円 １４万円 ８１万円

宇都宮市 ５１万円 １４万円 １２万円 ７７万円

 

【表２】県内市町の状況（宇都宮市を除く２４市町） 

政令同額に改定済み 
Ｈ２６年度中に 

改定を予定 検討中・保留 

３市町 ８市町 ７市町 

那須烏山市，高根沢

町，那珂川町 

栃木市，鹿沼市，小山

市，真岡市，さくら市

ほか 

足利市，佐野市，日光

市，矢板市，那須塩原

市ほか 

 

協議第２号 
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２ 賦課限度額の見直し〔協 議〕 
  見直し（案） 

Ａ 案 ：現行どおり（賦課限度額は見直さない）。 

・ 高所得者の負担増となるため，引き上げを行わず現状維持とする。 

Ｂ 案 ：賦課限度額を見直し，政令と同額に引上げる。 

・ 高所得者の負担増とはなるが，応能負担の考え方や公平性の確保

の観点から，政令の賦課限度額まで引き上げを行う。 

 

  見直しの影響（Ｂ案） 

① 影響を受ける対象世帯 

・影響を受ける世帯数：３，９００世帯余 

 （3,913 世帯÷全世帯 80,091＝約４．９％） 

・対象世帯への影響額： １世帯平均  約１８，４０４円の増加 

            （平均増加率    約２．９％の増加） 

            １人当たり平均 約６，１４２円の増加 

〔例：２人世帯の場合〕 

・影響を受ける世帯の所得額：約４７７万円以上 

     （給与収入額換算：約６６３万円以上） 

 

② 調定額（全体）への影響 

・調定額：約７２，０００千円の増加 

 

  提 案 

○ 賦課限度額を見直し，政令と同額に引上げる（Ｂ案）こととする。 

 

【理 由】 

・ 賦課限度額の引き上げにより，高所得世帯の負担能力に応じた賦課

となるなど，より，負担の公平が図られる。 

・ 本市では，従来，政令改正の翌年度に，政令と同額まで引き上げて

きており，従来と同様に対応する。 

・ 政令の賦課限度額でないと，国庫補助（財政調整交付金）が減額と

なる。 

 



賦課限度額に到達する所得額

※モデルケース（世帯内被保険者数：１人～３人）において，
　賦課限度額に到達する所得額（給与収入換算額）を試算。

（万円）

後期分 介護分 医療分

所得額 ５１６ ５３２ ７６５

（給与収入額換算） （７０６） （７２４） （９８３）

所得額 ５９４ ６２８

（給与収入額換算） （７９３） （８３１）

所得額 ４７７ ４８１ ７２４

（給与収入額換算） （６６３） （６６７） （９３７）

所得額 ５５６ ５７７

（給与収入額換算） （７５１） （７７４）

所得額 ４３９ ４３０ ６８３

（給与収入額換算） （６１６） （６０５） （８９２）

所得額 ５１８ ５２７

（給与収入額換算） （７０８） （７１８）

（例）　２人世帯の場合，

　・後期分は所得４７７万円で限度額となったが，５５６万円に引き上げ。

　・介護分は所得４８１万円で限度額となったが，５７７万円に引き上げ。

　※所得４７７万円（給与収入６６３万円）以上の世帯が影響を受ける。

-14-

現行

〃

〃

改定試算

現行

改定試算

２人世帯

３人世帯

モデルケース 区分

現行

改定試算

賦課限度額到達所得金額
（給与収入換算額）

１人世帯

〃

別紙 ２



 

 

【表】 賦課限度額改定の経緯（平成 19 年度以降） 

（万円） 

年度 

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分 

地方税法
施行令改正

宇都宮市
地方税法 
施行令改正 

宇都宮市 
地方税法
施行令改正

宇都宮市

Ｈ１９ 
 

５３   
 

９ 

Ｈ２０※ ４７ ４７ １２ １２  ↓ 

Ｈ２１  ↓  ↓ 
 

１０ 
 

↓ 

Ｈ２２ ５０ 
 

↓ １３ 
 

↓  １０ 

Ｈ２３ ５１ 
 

５０ １４ 
 

１３ 
 

１２ 
 

↓ 

Ｈ２４  ５１  １４  １２ 

Ｈ２５  ↓  ↓  ↓ 

Ｈ２６ ５１ ５１ １６ 
 

１４ 
 

１４ 
 

１２ 

Ｈ２７Ｂ案  ↓  （１６）  （１４）

※後期高齢者支援金分は平成 20年 4月創設 

 

○ 本市では，後期高齢者医療制度が創設された平成 20 年度を除き，従来，地

方税法施行令の賦課限度額（課税の上限額）が改定された翌年度に，本市の

賦課限度額を引き上げ，政令と同額としてきた。 

 

○ 平成２６年度の本市の賦課限度額は，今回の政令改正前の額としている。 

 

 

参考 ２ 


